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「指定地域密着型通所介護」 
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社会福祉法人堺福祉会 

ハートピア堺学び舎 

  

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（堺市指定 第 2796000327 号） 

 

 



１．事業者 

 (1) 法人名    社会福祉法人 堺福祉会 

 (2) 法人所在地  大阪府堺市西区太平寺３３１番地１ 

 (3) 電話番号等 ０７２－２９７－９５９８ ＦＡＸ０７２－２９７－８８３８ 

 (4) 代表者氏名  理事長 淡野 勝也 

 (5) 設立年月  平成４年４月７日(施設｢特別養護老人ﾎｰﾑ･ﾊｰﾄﾋﾟｱ泉北｣ 開設平成 4 年 11 月 4 日) 

                  (施設｢老人保健施設・愛和園｣        開設平成 10 年 2 月 1 日) 

 

 

２．事業所（施設）の概要 

 (1) 事業所の種類   指定通所介護事業所・令和２年６月１日指定 

指定番号・堺市第２７９６０００３２７号 

 (2) 事業の目的        ご契約者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に

立ち、 

その心身の状況・置かれている環境等に応じた適切な

指定地域密着型通所介護の提供を確保することを目的

とする。 

 (3) 事業所の名称  ハートピア堺学び舎 

 (4) 事業所の所在地 大阪府堺市堺区海山町三丁１５０番地１ 

 (5) 電話番号等  ０７２－２２２－８０８０ ＦＡＸ ０７２－２２２－８７７８ 

 (6) 管理者氏名   古川 英宏 

 (7) 当事業所の運営方針 

① ご契約者の心身の状況を踏まえて、その有する能力に応じ、可能な限り

自立した日常生活を営むことができるように配慮して、入浴、排せつ、

食事の介助等の日常生活上必要な援助及び個別機能訓練等を行うもの

とする。 

② 事業実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、

地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及

び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 

③ 上記のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 18年厚生労働省令第 37号）」に定める内容を遵守し、事業を

実施するものとする。 

 (8) 開設年月日   令和２年６月１日 

 (9) 利用定員    １８名 

 

 

 



３．事業実施地域及び営業時間 

 (1) 通常の事業の実施地域  三宝校区、錦西校区、市校区、英彰校区の区域

とします。 

 (2) 営業日及び営業時間 

    ※営業日   月曜から金曜日（祝日の場合も営業） 

           但し、１２月２９日から１月４日までを除く。 

          （台風、積雪等により臨時休業する場合があります。） 

           

※営業時間  午前９時～午後５時まで 

            但し、サービス提供時間は、おおむね午前９時１５分～ 

            午後４時４０分までです。 

           他に、サービス提供時間が、６時間以上７時間未満など 

があります。 

 

 

 

４．職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して指定地域密着型サービスを提供する職員と

して、以下の職種の職員を配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞ 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。（令和 6年７月時点） 

 

（定員１８名） 

        職    種        常 勤   非常勤     常勤換算  指定基準 

     管理者        1                     1           1 

     介護職員              3          2         3.4          2 

     生活相談員            1                     1           1 

     看護職員                         1          1      1 

     機能訓練指導員        1                    0.5         0.5 

  ＊ 常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における

常勤職員の所定勤務時間数（例：週 40時間）で除した数です。 

            （例）週 8時間勤務の介護職員が 5名いる場合、常勤換算では、 

           1名（8時間×5名÷40時間＝1名）となります。 

  ＊ 上記の職員配置以外に送迎運転者、事務員、調理員（給食委託会社）等も配 

置しています。 

 

 



５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者対して以下のサービスを提供します。 

 当事業所が提供するサービスについて、 

① 利用料金が介護保険から給付される場合 

② 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

 以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から

給付されます。 

 ＜サービスの概要＞ 

 ☆ 共通的サービス 

 契約者が自立した生活を送るために、能力に応じて食事・入浴・排せつなど 

の必要な介助を行います。  

 

○ 送迎     

ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを車椅子や寝たき 

り専用のリフト車両等で行います。但し、通常の事業実施地域外からのご利用 

の場合は、交通費実費をご負担いただきます。 

        

○ 食事         

食事の準備・介助を行います。管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに 

ご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原

則としています。 

        

○ 入浴         

入浴又は清拭を行います。スロープ付一般浴・機械浴・ミスト浴にて提供し 

ます。 

         

○ 排せつ       

排せつの自立を促しご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 

○ 医療行為     

ご契約者の安全を確保する為、法律で禁止されている医療行為について、医

師・看護職以外のスタッフは行いません。また、スタッフへ周知する為の研

修等を行っています。なお、医療行為とみなされないものとしては、「医師

法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈に

ついて」で挙げられている行為を指します。 



（利用料金等の受領 契約書第 7条参照）  

※ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額

をいったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金

額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。又、居宅サービス計画が作成され

ていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付

の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付し

ます。 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約

者の負担額を変更します。 

 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条・第７条参照） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 ＜サービスの概要と利用料金＞ 

① 介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービスの利用 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サ

ービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

② 食事の提供にかかる費用 

ご契約者に提供する食事に係る費用は別途いただきます。 

      当日になってお休みをされた場合は、キャンセル料を徴収させていた

だきます。 

 

③  レクリエーション・クラブ活動 

     ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加してい 

ただくことができます。利用料金、材料費等の実費をいただくことが 

あります。 

 

④   サービス提供記録の保存年限 

※具体的なサービスの内容等の記録は、サービスを提供した日から 

5年間保存します。 

※具体的なサービスの内容等の記録以外は、その完結から２年間保存し

ます。 

     ・市町村への通知に係る記録 

     ・苦情の内容等の記録 

     ・事故の状況及び事故に際してとった措置の記録 

      ・介護計画、その他記録等 



⑤  複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できます

が、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

利用料金：１枚につき３０円 

 

   ⑥ 日常生活上必要となる諸費用実費 

おむつ代（実費）など日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活

に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにか

かる費用を負担いただきます。 

 

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額

に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事

由について、変更を行う１か月前までにご説明します。 

 

 （３）利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照） 

   前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますの 

で、以下のいずれかの方法でお支払いください。（１か月に満たない期間

のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額としま

す。） 

（利用料、その他の費用の請求） 

・利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月の合計金額 

より請求いたします。 

・請求書は、利用月の翌月 15日前後までにご利用者宛にお届けいたしま 

す。但し、請求金額のない月はお届けいたしません。 

（利用料金のお支払い方法） 

・毎月 27日にご指定いただいた口座から引き落とし（金融機関が休業 

場合は、翌日）になります。 

※利用料、その他の費用のお支払いについて、支払い期日から３か月以上遅延し、催

告にもかかわらずこれが支払われない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお

支払いいただくことになります。 

 

 （４）利用の中止、変更、追加（契約書第８条参照） 

    利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止又は 

変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この 

場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

 

 



利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し 

出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があ 

ります。但し、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限 

りではありません。 

    利用予定日の前日までに申し出があった場合       無 料 

    利用予定日の前日までに申し出がなかった場合  当日利用料金１０％ 

                             （自己負担相当額） 

 

☆ サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によ

り契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用

可能日時を契約者に提示して協議します。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

 （１）施設・設備の使用上の注意（契約書第 13条参照） 

① 施設、設備、敷地等をその本来の用途に従ってご利用ください。 

   ② 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設 

設備等を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者の自己負担によ

り原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合

があります。 

③ 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、 

政治活動、営利活動を行うことはできません。 

 

 （２）所持品の管理 

   ① 原則として、ご利用者の責任において管理してください。 

   ② 現金や貴重品は持たないようにお願いします。小遣い程度の現金につ 

いても、ご利用者の責任において管理してください。紛失・破損等が

あった場合は、当施設はその責任を負いかねます。 

 

 （３）喫煙その他 

   ① 決められた喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

   ② 送迎時の寄り道は、お断りします。又、急なサービス提供時間の延長・ 

短縮については、送迎時間等の関係上、ご希望の意に沿うことができ

ません。 

   ③ ケアプランに沿って決められた食事のキャンセルは、原則としてでき 

ません。 

※当事業所は第三者による評価は受けておりません。 

 



 

７．身体拘束の廃止 

１ 当事業所は、指定地域密着型サービスの提供にあたっては、当該契約者又は 

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 

身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行いません。 

 

２ 当事業所は、前項の身体的拘束等を行う場合には、次の手続きにより行いま 

す。 

（１）身体拘束廃止委員会を設置します。 

（２）「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を

記録します。 

（３）利用者又は家族に説明し、その他方法がなかったか改善方法を検討します。 

 

 

８．高齢者虐待防止について 

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり

必要な措置を講じます。 

  ① 研修等を通じて、職員の人権意識の向上や知識、技術の向上に努めます。 

② 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

③ 職員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、職

員 が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

④ 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

   虐待防止に関する責任者    管理者  古川 英宏 

 

９．秘密の保持と個人情報の保護について 

事業者（施設）及びその従業者は、正当な理由なくその業務上知り得たご 

契約者又はその家族の秘密を漏らしません。この守秘義務は退職後も同様 

とします。 

 

10．緊急時及び事故発生時の対応方法について 

 ① サービス提供中に利用者に緊急の事態が発生した場合、利用者の主治医に 

連絡するとともに、予め指定する連絡先にも連絡します。 

   また、当事業所が利用者に対して行う指定通所介護サービスの提供により、 

事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行う 

とともに、必要な措置を講じ、賠償すべき事故が発生した場合には、損害 



賠償を速やかに行います。 

② 上記以外の緊急時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要 

な場合に、下記の対応可能時間に連絡を受けた際は、利用者の状態に応じ

て、必要な対応を行います。 

  連絡先：電話番号 ０７２－２２２－８０８０ 

（対応可能時間 午前９：００～午後６：００） 

 

11. 非常災害対策について  

非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常時に備えるため定期 

的に通報・消火・避難・救出及び夜間想定を含めて年２回以上の訓練を行うも 

のとします。 

 

12. 衛生管理等 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を

講じます。 

  ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する 

委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底しています。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備してい 

ます。 

③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期 

的に実施します。 

 

13. 業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必

要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行います。 

 

14.サービス提供に関する相談、苦情の受付について（契約書第 22 条参照） 

 苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため、必要に応 

じ面接を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮し 

ながら事実関係の特定を慎重に行います。担当者は、把握した状況を管理者と



ともに検討を行い、当面及び今後の対応を決定します。対応内容に基づき、必

要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含

めた結果報告を行います。 

尚、当施設 1階の公衆電話横に要望箱を設置しています。ご利用ください。 

  

① 当事業所の受付窓口 

   窓口担当    通所介護・生活相談員、支援職員等 

   苦情解決責任者 古川 英宏 

   受付時間    毎週月曜日から金曜日 午前１０時から午後５時まで 

   電話番号    ０７２－２２２－８０８０ 

   ＦＡＸ     ０７２－２２２－８７７８ 

 

② 第三者委員 

＊(社福)五常会        理事長 山本 晃                     

電話番号 ０７２－２３６－８７７９ 

＊(社福)天寿会        理事長 網田 隆次                     

電話番号 ０７２－３６３－１５５５ 

 

③ 行政機関その他苦情等受付機関 

   当事業所以外に次の機関に相談・苦情等の窓口があります。 

＊ 堺市役所 介護保険課     電話番号 ０７２－２２８－７５１３ 

   ＊ 堺区役所 地域福祉課     電話番号 ０７２－２２８－７５２０ 

   ＊ 中区役所 地域福祉課     電話番号 ０７２－２７０－８１９７ 

   ＊ 東区役所 地域福祉課     電話番号 ０７２－２８７－８１２３ 

   ＊ 西区役所 地域福祉課     電話番号 ０７２－２７５－１９１２ 

   ＊ 南区役所 地域福祉課     電話番号 ０７２－２９０－１８１２ 

   ＊ 北区役所 地域福祉課     電話番号 ０７２－２５８－６６５１ 

   ＊ 美原区役所 地域福祉課    電話番号 ０７２－３６３－９３１６ 

   ＊ 大阪府高齢介護室  

居宅事業者課        電話番号 ０６－６９４１－０３５１ 

＊国民健康保険団体連合会 

      介護保険課         電話番号 ０６－６９４９－５４１８ 

＊大阪府社会福祉協議会 

      福祉サービス苦情解決委員会 電話番号 ０６－６１９１－３１３０ 

 

 

 



指定地域密着型通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。 

 

 

          事業者 所在地  堺市西区太平寺３３１－１ 

              名 称  社会福祉法人 堺福祉会 

              代表者  理事長 淡野 勝也       

 

          事業所 所在地  堺市堺区海山町３－１５０－１ 

              名 称  ハートピア堺学び舎 

              責任者  管理者 古川 英宏         

 

 

 

               

 

 この重要事項説明書は、堺市基準条例の堺市介護保険事業等の人員、設備および運営に関する基準を定める条例 

(平成２４年条例第５８号)の規定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜サービス利用料金（1回あたり）＞（契約書第７条参照）    

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介 

護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払いください。（上記サービ 

スの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

 

★ 主な共通的サービス 

【一割負担】※サービス提供体制加算を含む 

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1.ご契約者の要介護度と
　サービス利用料金

¥8,098 ¥9,530 ¥11,014 ¥12,477 ¥13,940

2.うち、介護保険から
　給付される金額

¥7,288 ¥8,577 ¥9,912 ¥11,229 ¥12,546

3.サービス利用に係る
　自己負担額（１－２）

¥810 ¥953 ¥1,102 ¥1,248 ¥1,394

7時間以上8時間未満の場合

 

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1.ご契約者の要介護度と
　サービス利用料金

¥7,315 ¥8,600 ¥9,896 ¥11,191 ¥12,477

2.うち、介護保険から
　給付される金額

¥6,583 ¥7,740 ¥8,906 ¥10,071 ¥11,229

3.サービス利用に係る
　自己負担額（１－２）

¥732 ¥860 ¥990 ¥1,120 ¥1,248

6時間以上7時間未満の場合

 

 

【二割負担】※サービス提供体制加算を含む 

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1.ご契約者の要介護度と
　サービス利用料金

¥8,098 ¥9,530 ¥11,014 ¥12,477 ¥13,940

2.うち、介護保険から
　給付される金額

¥6,478 ¥7,624 ¥8,811 ¥9,981 ¥11,152

3.サービス利用に係る
　自己負担額（１－２）

¥1,620 ¥1,906 ¥2,203 ¥2,496 ¥2,788

7時間以上8時間未満の場合

 



要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1.ご契約者の要介護度と
　サービス利用料金

¥7,315 ¥8,600 ¥9,896 ¥11,191 ¥12,477

2.うち、介護保険から
　給付される金額

¥5,852 ¥6,880 ¥7,916 ¥8,952 ¥9,981

3.サービス利用に係る
　自己負担額（１－２）

¥1,463 ¥1,720 ¥1,980 ¥2,239 ¥2,496

6時間以上7時間未満の場合

 

 

【三割負担】※サービス提供体制加算を含む 

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1.ご契約者の要介護度と
　サービス利用料金

¥8,098 ¥9,530 ¥11,014 ¥12,477 ¥13,940

2.うち、介護保険から
　給付される金額

¥5,668 ¥6,671 ¥7,709 ¥8,733 ¥9,758

3.サービス利用に係る
　自己負担額（１－２）

¥2,430 ¥2,859 ¥3,305 ¥3,744 ¥4,182

7時間以上8時間未満の場合

 

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1.ご契約者の要介護度と
　サービス利用料金

¥7,315 ¥8,600 ¥9,896 ¥11,191 ¥12,477

2.うち、介護保険から
　給付される金額

¥5,120 ¥6,020 ¥6,927 ¥7,833 ¥8,733

3.サービス利用に係る
　自己負担額（１－２）

¥2,195 ¥2,580 ¥2,969 ¥3,358 ¥3,744

6時間以上7時間未満の場合

 

（料金については、消費税課税対象外になります。） 

※ ２時間以上３時間未満の場合は、４時間以上５時間未満の場合の利用料に 

70/100を乗じる利用料となります。 

 

 

 

 

 



   ★ 加算対象サービス 

      以下のサービスは、介護報酬の加算対象となっています。ご利用の

際には、加算額の一割、二割、または三割を追加料金としてご負担

いただきます。 

  

入浴代
(1日）

個別機能訓練Ⅰ
（1日）

個別機能訓練Ⅱ
（月）

科学的介護推進
体制加算（月）

1.加算対象サービスと
　サービス利用料金

¥418 ¥794 ¥209 ¥418

2.うち、介護保険から
　給付される金額

¥376 ¥714 ¥188 ¥376

3.サービス利用に係る
　自己負担額（１－２）

¥42 ¥80 ¥21 ¥42

【一割負担】

 

入浴代
(1日）

個別機能訓練Ⅰ
（1日）

個別機能訓練Ⅱ
（月）

科学的介護推進
体制加算（月）

1.加算対象サービスと
　サービス利用料金

¥418 ¥794 ¥209 ¥418

2.うち、介護保険から
　給付される金額

¥334 ¥635 ¥167 ¥334

3.サービス利用に係る
　自己負担額（１－２）

¥84 ¥159 ¥42 ¥84

【二割負担】

 

入浴代
(1日）

個別機能訓練Ⅰ
（1日）

個別機能訓練Ⅱ
（月）

科学的介護推進
体制加算（月）

1.加算対象サービスと
　サービス利用料金

¥418 ¥794 ¥209 ¥418

2.うち、介護保険から
　給付される金額

¥292 ¥555 ¥146 ¥292

3.サービス利用に係る
　自己負担額（１－２）

¥126 ¥239 ¥63 ¥126

【三割負担】

 

○ 入浴代・・・介助浴、特別浴に入浴した場合 

〇個別機能訓練（Ⅰ） 

機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、個別機能訓練計画

書を作成し、身体機能及び生活機能の向上を目的とした訓練を実施します。 

  



〇個別機能訓練（Ⅱ） 

ご契約者の個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出して評価を受け、必

要に応じて個別機能訓練計画を見直し評価します。 

 

〇科学的介護推進体制加算 

ご契約者の心身等の状況を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス計画を

見直し評価します。 

   

○介護職員等処遇改善加算(Ⅰロ)      

介護職員の資質向上の支援に関する計画を策定し、当該計画にかかる研修を  

実施、介護職員に対して賃金の改善を図り、かつ、生産性向上や協働化に係る取

り組みを実施している場合、上記サービス利用費に、各種加算を加えた単位数の

12.7％を加えた額をご負担いただきます。 

 

 

※ 食費については、一食ごとの設定になります。 

朝  食 昼  食 夕  食 

２００円 ７００円 ５００円 

※尚、当日になってお休みされた場合は、キャンセル料として、朝食：50円、 

 昼食：200円、夕食 200円を徴収させていただきます。 

 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護サービスの提供の開始に際し、サービス利用料金の説明を行い

ました。 

 

          事業者 所在地  堺市西区太平寺３３１－１ 

              名 称  社会福祉法人 堺福祉会 

              代表者  理事長 淡野 勝也      

 

          事業所 所在地  堺市堺区海山町３－１５０－１ 

              名 称  ハートピア堺学び舎 

              責任者  管理者 古川 英宏         

 

 


